
 

れることのないように適切に対応していきたい

ということで、担当課と財政当局で予算面での

協議もなされているようだとの答弁を受けたと

ころであります。 

＋

 また、委員からは、食肉にする場合、24カ月

以上という認識があるのだが、20カ月以下で出

荷される割合はどの程度あるのかとの質疑がな

され、農林課長からは、山形県内の屠畜場での

ＢＳＥ検査頭数は年間約１万7,600頭で、うち

20カ月以下の牛は500頭、約2.8％に満たない状

況と伺っているとの答弁を受けたところであり

ます。 

 討論に入り、委員からは、ＢＳＥの発生は、

畜産農家はもちろん消費者にも大きな不安を与

える問題となっている。１頭当たり1,000円程

度で検査ができるものであれば、今後の我が国

の食糧の安全安心、そして畜産業の健全な経営

を継続していただくためにも補助金交付は継続

していくべきであると考える。よって、本請願

には賛成であるとの意見が出されたところであ

ります。 

 採決の結果、本請願は、全員一致で採択すべ

きものと決定いたしました。 

 なお、後刻意見書を提出させていただきます

ので、よろしくご賛同を賜りますようお願い申

し上げます。 

 以上で産業・建設常任委員会に付託になりま

した案件審査の報告を終わります。 

○佐々木謙二議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 それでは、日程第９、請願第10号 牛海綿状

脳症（ＢＳＥ）全頭検査に対する全額補助継続

を求める意見書を政府等に提出することを求め

る件の１件について、討論の通告がありません

ので討論を終結し、採決いたします。 

 請願第10号の１件について、産業・建設委員

長の報告は、採択であります。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、請願第10号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 
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○佐々木謙二議長 次に、予算特別委員会の審査

の報告を求めます。 

 大道寺 信委員長。 

  （大道寺 信予算特別委員長登壇） 

○大道寺 信予算特別委員長 今定例会において

予算特別委員会に付託になりました議案第86号 

平成19年度長井市一般会計補正予算第５号を始

め、特別会計補正予算４件、水道事業会計補正

予算１件の合計６議案につきまして、審査いた

しました経過と結果についてご報告を申し上げ

ます。 

 予算特別委員会は、会議日程に従い去る12月

18日に開催し、審査が行われたところでありま

す。 

 審査に当たっては、各会計補正予算の概要に

ついて担当課長より説明を受けた後、５名の委

員の総括質疑が行われ、終了後に細部審査が行

われたところであります。詳細につきましては、

議長を除く全員で構成する委員会審査でありま

すので、ここで再び審査の状況、経過などにつ

いて述べることを省略させていただき、後刻会

議録によりご承知おきくださいますようお願い

申し上げ、審査の結果のみご報告申し上げます。 

 議案第86号 平成19年度長井市一般会計補正
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＋

予算第５号につきましては、賛成多数で原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第87号 平成19年度長井市国民健康保険

特別会計補正予算第３号、議案第88号 平成19

年度長井市物品調達特別会計補正予算第１号、

議案第89号 平成19年度長井市公共下水道事業

特別会計補正予算第２号、議案第90号 平成19

年度長井市浄化槽事業特別会計補正予算第１号、

議案第91号 平成19年度長井市水道事業会計補

正予算第１号の５件につきましては、いずれも

全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

＋ ＋

 以上が審査の結果でありますが、当局におか

れましては、審査の過程で委員各位より出され

ました質疑、意見等については十分意を用いら

れ、事務の執行に当たられますよう申し上げ、

予算特別委員会の審査の報告を終わります。 

○佐々木謙二議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 まず、日程第10、議案第86号 平成19年度長

井市一般会計補正予算第５号の１件について、

討論の通告がありますので発言を許可します。 

 議席番号３番、我妻 昇議員。 

  （３番我妻 昇議員登壇） 

○３番 我妻 昇議員 私は、議案第86号 平成

19年度長井市一般会計補正予算第５号に反対の

立場から討論をするものであります。 

 現在、長井市の財政運営は非常に不安定で危

機的な状況に陥っております。過去に経験した

ことのない、いわば記録的な真冬を迎えている

と思います。内谷市長は、この現状を打開すべ

く、今年度を財政危機脱出元年と位置づけ財政

再建に取り組むといたしました。しかし、当初

予算で市民に約束した職員給与の独自削減は半

分しか達成することができず、本補正予算で

2,322万6,000円の増額補正、また、国の人事院

勧告に準拠するという形で、給与、扶養手当、

期末・勤勉手当合わせて722万7,000円の増額補

正、さらには、退職手当特別負担金については

職員のミスにより2,332万1,000円の増額補正、

これらを含めた２款１項１目の一般管理費全体

では8,000万円を超えるという大幅な増額補正

となっています。 

 市民は、市長の話や市報、新聞などの情報か

ら、長井市は危機的状況であること、そのため

相当の痛みを伴うことなどを理解し始めている

と思います。それでもなお大好きな長井市に住

んでいこう、生活していこうという覚悟をして

いるのだと思っております。そんなやさきにこ

のような大幅な増額は、協働のまちづくりのパ

ートナーである市民の意識を低下させるもので

あり、今後の長井市の市政運営に少なからず影

響を与えるものだと思い、そのまま認めること

はできません。 

 よって、私は、ただいま挙げました３件の増

額補正について、市民の皆様に対する明確な説

明とその財源を示すこと、ミスについては謝罪

をすることなどを求め、本案に反対するもので

あります。ご清聴ありがとうございました。 

○佐々木謙二議長 通告による討論が終わりまし

た。 

 これより採決いたします。 

 議案第86号の１件について、予算特別委員長

の報告は、原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○佐々木謙二議長 起立多数であります。 

 よって、議案第86号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第11、議案第87号 平成19年度長

井市国民健康保険特別会計補正予算第３号から、
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 日程第14、議案第90号 平成19年度長井市浄化

槽事業特別会計補正予算第１号までの４件につ

いて、討論の通告がありませんので討論を終結

し、一括して採決いたします。 

 

 日程第１６ 議案第９２号 平成１ 

 ９年度長井市一般会計補正予算第６ 

 号  議案第87号から議案第90号までの４件につい

て、予算特別委員長の報告は、いずれも原案可

決であります。 

 

 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

○佐々木謙二議長 それでは、日程第16、議案第

92号 平成19年度長井市一般会計補正予算第６

号の１件を議題といたします。   （起立全員） 

○佐々木謙二議長 起立全員であります。  提案者の説明を求めます。 

 よって、議案第87号、議案第88号、議案第89

号、議案第90号は、予算特別委員長報告のとお

り決定いたしました。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 議案第92号 平成19年度長井市

一般会計補正予算第６号についてご説明申し上

げます。 

 次に、日程第15、議案第91号 平成19年度長

井市水道事業会計補正予算第１号の１件につい

て、討論の通告がありませんので討論を終結し、

採決いたします。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に457万6,000円を追加いたしまして、

予算の総額を歳入歳出それぞれ107億5,646万

7,000円といたすものでございます。 

 議案第91号の１件について、予算特別委員長

の報告は、原案可決であります。 ＋
 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

 このたびの補正は、原油の高騰に伴い低所得

者を支援するために、原油高騰緊急対策支援事

業費457万6,000円を追加いたすものでございま

す。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。 

  （起立全員） 

○佐々木謙二議長 起立全員であります。 

 よって、議案第91号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 ○佐々木謙二議長 提案者の説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。ご質疑ございませ

んか。  

 委員会付託の省略について   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 質疑もないので、質疑を終結

し、討論を行います。ご意見ございませんか。 

 

 

  （「なし」と呼ぶ者あり） ○佐々木謙二議長 お諮りいたします。これより

上程いたします議案は、委員会付託を省略し、

全員でご審議願いたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

○佐々木謙二議長 ご意見もないので、討論を終

結し、採決いたします。 

 議案第92号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  （起立全員） ○佐々木謙二議長 ご異議なしと認めます。 

○佐々木謙二議長 起立全員であります。  よって、そのように決定いたしました。 
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